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遅
す
ざ
た
人
権
回
復

第
一
三
六
通
常

国
会
は
住
専
問
題

で
こ
じ
れ
、
予
定

さ
れ
て
い
た
「
ら

い
予
防
法
廃
止
に

関
す
る
法
律
」
の

決
定
が
延
期
に
な

っ
た
。ら
い
予
防
法
見

直
し
検
討
会
（
大

谷
藤
郎
座
長
）
の

答
申
を
受
け
、
厚

生
省
が
国
会
に
上

程
し
た
同
法
案
の

委
員
会
審
議
を
前

に
し
て
菅
直
人
厚

生
大
臣
の
謝
罪
、

ハ
ン
セ
ン
病
対
策

議
員
懇
談
会
総
会
、

衆
議
院
厚
生
委
員

会
の
資
料
館
視
察

な
ど
に
も
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
関
係

者
の
理
解
と
前
向

き
の
姿
勢
に
よ
っ

て
平
成
七
年
度
中

に
決
定
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。

偏
見
差
別
の
根
源
と
も
い
わ

れ
、
ら
い
予
防
法
は
患
者
の
終

生
隔
離
撲
滅
を
目
的
に
一
九
〇

七
年
に
制
定
さ
れ
、
以
来
九
十

年
間
、
過
度
な
消
毒
、
強
制
収

容
、
患
者
作
業
、
断
種
、
園
内

通
用
券
、
外
出
制
限
、
監
禁
室
、

従
業
の
禁
止
な
ど
人
権
無
視
の

政
策
が
遂
行
さ
れ
て
き
た
。

戦
後
、
治
る
病
気
と
な
り
、

ロ
ー
マ
の
国
際
ら
い
会
議
（
一

九
五
五
年
）
で
も
、
日
本
の
隔

離
収
容
政
策
の
不
当
性
を
指
摘

さ
れ
た
が
、
な
ぜ
か
今
日
ま
で

放
置
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
間
、

患
者
と
そ
の
家
族
は
多
大
な
苦

痛
と
被
害
を
受
け
、
二
万
二
千

人
の
先
人
た
ち
は
無
念
の
涙
を

の
ん
で
世
を
去
っ
て
い
っ
た
。

全
患
協
の
悲
願
と
も
い
う
べ

き
「
ら
い
予
防
法
」
改
正
の
動

き
が
「
大
谷
見
解
」
を
契
機
と

し
て
急
速
に
盛
り
上
が
り
、
関

係
者
の
努
力
も
あ
っ
て
、
遅
す

ぎ
た
感
は
あ
る
が
三
月
三
十
一

日
を
以
て
廃
案
と
な
る
。
こ
れ

に
よ
っ
て
、
元

・
現
ハ
ン
セ
ン

病
患
者
の
人
権
は
一
応
回
復
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
現
実
に

は
長
年
泌
み
つ
い
た
偏
見
や
差

別
が
一
朝
一
夕
に
解
消
さ
れ
る

と
は
思
わ
れ
ず
、
今
筏
｛
の
対
応

が
さ
ら
に
必
要
と
な
る
で
あ
ろ

①
法
案
の
趣
旨

ハ
ン
セ
ン
病
に
関
す
る
医
学

的
知
見
の
変
化
等
を
踏
ま
え
、

ら
い
予
防
法
を
廃
止
す
る
と
と

も
に
、
現
在
、
国
立
ハ
ン
セ
ン

病
療
養
所
に
入
所
し
て
い
る
者

等
の
置
か
れ
た
状
況
に
か
ん
が

み
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
す
る
医

療
及
び
福
祉
の
処
遇
（
入
所
者

に
対
す
る
必
要
な
療
養
の
提
供
、

患
者
家
族
に
対
す
る
援
護
等
）

を
維
持
、
継
続
す
る
た
め
の
措

置
を
講
じ
る
。

②
法
律
の
内
容

①
ら
い
予
防
法
を
廃
止
す
る
こ

゜
と②
ら
い
予
防
法
の
廃
止
の
際
、

現
に
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所

に
入
所
し
て
い
る
者
に
対
す
る

必
要
な
療
養
の
提
供
、
福
利
増

進
及
び
更
生
指
導
を
継
続
す
る

こ
と
。

③
ら
い
予
防
法
廃
止
の
際
、
現

に
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
に

入
所
し
て
い
る
者
の
親
族
に
対

す
る
援
護
を
継
続
す
る
こ
と
。

④
法
律
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て

い
る
「
ら
い
」
の
語
を
「
ハ
ン

セ
ン
病
」
に
改
め
る
こ
と
。

⑤
そ
の
他
、
関
連
法
規
を
見
直

す
こ
と
（
優
生
保
護
法
上
の
優

生
手
術
及
び
、
人
工
妊
娠
中
絶

の
対
象
者
か
ら
「
ら
い
」
を
削

除
す
る
改
正
等
）
。

⑥
施
行
日
平
成
八
年
四
月
一

日
。
（
飛
翔

•

第
3
9号
）

ら
い
予
防
法
の
廃
止
に

関
す
る
法
律
案
の
概
要

゜
ぶ
ノ

そ
れ
と
と
も
に
、
エ
イ
ズ
、

精
神
病
、
難
病
な
ど
、
全
て
の

障
害
者
が
安
心
し
て
生
き
て
ゆ

く
た
め
の
福
祉
社
会
を
つ
く
る

た
め
、
関
係
者
の
な
お
一
層
の

理
解
と
努
力
を
期
待
し
た
い
。
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1873年

1897年

1907年

1909年

1915年

1930年

1931年

1934年

1935年

1941年

1948年

1951年

1952年

1953年

1956年

1963年

1988年

1991年

1994年

1994年

＼ 

1995年

1995年

1996年

「らい予防法」関連年表

ノルウェーの医師ハンセンがらい菌を発見。

第 1回国際らい会議→『らい予防には隔離が最善』o

法律第11号「瀕予防二関スル件」公布。

連合府県立の 5療養所設立（東京・大阪・熊本・香川・青森）。

療養所内で断種を前提に結婚が認められる。

•この頃「無らい県運動」提唱 (1943年頃まで推進）。

国立療養所第 1号として長島愛生園が開園。

国立揃療養所患者懲戒検束規定。

台湾に「らい予防法」施行。

朝鮮「らい予防令」公布。

府県立が国立に移管される。

全生園でプロミン獲得促進委員会結成。

・優生保護法（本人又は配偶者が痢疾患である場合の優生手術及び人工妊娠中絶を認め

たもの）。

出入国管理及び難民認定法（らい予防法適用外国人の上陸拒否）。

• 3園長の国会証言【第12回国会、参議院厚生委員会】。
・全国ハンセン病患者協議会（全患協）結成。

全患協による「らい予防法」闘争開始 (~53年）。

「らい予防法改正に関する付帯決議」【参議院厚生委員会】法律第214号「らい予防法（現

行法）」施行。

・ハンセン病患者専用刑務所 ・熊本刑務所菊池医療刑務支所開設。

らい病患者救済及び社会復帰に関する国際らい会議（ローマ会議）『偏見の除去と差別の

禁止』を決議。

全患協が予防法改正の要望書を厚生大臣に提出。

WHO「らい対策の指針」。

全患協 3度目の予防法改正要請。

らい予防法に関する私（大谷藤郎）の個人的見解出される。

・全国ハンセン病療養所所長連盟、統一見解を発表（予防法廃止を求める）。

• 奈良県議会、東久留米市議会、鹿児島県議会、鹿屋市議会、岡山県議会、邑久町議会、
東村山市議会、東京都議会、青森市議会などが相次いで「らい予防法を廃止し新法の制

定を求める意見書」を国へ提出する。

・資料館開館一周年記念シンポジウム「らい予防法改正問題をめぐって」開催。

日本らい学会「らい予防法」検討委員会が見解（予防法廃止と自己批判）。

・ハンセン病予防事業対策調査検討会が中間報告（予防法廃止を求める）。

・全患協「基本要求」 (1月）、「声明」 (4月）を出す。

・資料館開館二周年記念フォーラム「ハンセン病の歴史を探る」 (6月）

・全医労、障都連、東村山身患連、国障年をすすめる東村山市民の会、日本共産党国会

議員団などが、らい予防法の見直しを求める決議、電報、要請書、見解などを出す。

・らい予防法見直し検討会報告書出る (12月）。

日本弁護士連合会、らい予防法に関する声明を出す (1月）。

・厚生省、らい予防法の廃止に関する法律（案）を国会へ上程。

・菅厚生大臣、全患協代表に予防法放置を謝罪する (1.18)。

・衆院厚生委員会、ハンセン病資料館視察、その後全患協の要望をきく (2. 21)。

・らい予防法廃止法案が衆議院厚生委員会 (3.25)、同本会議 (3.26)、参議院本会議

(3. 27) ともに全会一致、可決成立。
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二
月
二
十

一
日
午
前
十

時
三
十
分
、

衆
議
院
厚
生

委
員
会
（
和

田
貞
夫
委
員

長）

一
行
十

三
人
と
衆
議

院
参
事
、
調

査
室
関
係
者

な
ど
七
人
を

乗
せ
た
衆
議

院
の
バ
ス
が
、

高
松
宮
記
念

ハ
ン
セ
ン
病

資
料
館
に
到

着
し
た
。
一
行
は
厚

生
省
（
松
村
保
健
医
療
局
長
外

十
名
）
、
全
生
園
施
設
幹
部
、
全

患
協
、
自
治
会
、
資
料
館
関
係

者
（
大
谷
館
長
外
）
な
ど
多
数

の
出
迎
え
を
受
け
、
先
ず
納
骨

堂
へ
直
行
、
三
千
七
百
六
十
五

人
の
先
人
た
ち
の
霊
に
花
束
を

捧
げ
、
委
員
一
人

一
人
が
手
を

合
わ
せ
た
。

そ
の
後
、
資
料
館
で
平
沢
運

営
委
員
の
案
内
で
三
十
分
間
、

六
百
点
の
展
示
品
を
観
覧
、
ら

衆議院厚生委員会一行

納骨堂献花と資料館視察

い
予
防
法
に
よ
っ
て
先
輩
や
患

者
た
ち
が
、
ど
の
よ
う
な
仕
打

ち
や
偏
見
差
別
を
受
け
て
き
た

か
な
ど
の
説
明
に
う
な
ず
い
て

お
ら
れ
た
。

資
料
館
観
覧
後
、
本
館
会
議

室
で
全
患
協
の
高
瀬
会
長
ら
と

懇
談
。
高
瀬
会
長
は
献
花
の
お

礼
を
述
べ
る
と
と
も
に
「
ら
い

予
防
法
の
廃
止
は
人
問
性
の
回

復
と
法
の
下
の
平
等
に
つ
な
が

る
。
明
治
以
来
二
万
二
千
柱
の

先
輩
に
悲
願
達
成
を
謹
ん
で
報

告
し
た
い
」
と
思
い
を
込
め
て

述
べ
た
。

和
田
委
員
長
は

「審
議
に
先

立
ち
認
識
を
深
め
る
こ
と
が
で

已=-＝ロ

高
松
宮
記
念
ハ
ン
セ
ン
病
資
料

館
三
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

テ
ー
マ

「こ
れ
か
ら
を
ど
う

生
き
る
か
」

I
ら
い
予
防
法

廃
止
に
こ
た
え
て
ー

期
日
一
九
九
六
年
六
月
二
十

三
日
（
日
）
午
後
一
時

＼
四
時

総
合
司
会
大
和
田
喜
一
（
資

料
館
運
営
委
員
）

成
田
稔
（
資
料
館
運
営

委
員
長
）

佐
川
修
（
資
料
館
運
営

委
員
）
佐
藤
エ
ミ
子
（
希
少
難

病
全
国
連
合
会
会
長
）

講
師
司
会
挨
拶

き
た
。
（
ら
い
予
防
法
は
）
人
権

を
侵
害
し
て
お
り
、
ハ
ン
セ
ン

病
の
皆
さ
ん
に
本
当
に
申
し
訳

な
い
。
こ
の
国
会
で
廃
案
と
す

る
が
遅
き
に
失
し
た
。
十
分
ご

三
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

こ
乳
力
邑
を
ど
う
璧
き
る
方

資
料
館
で
は
開
館
――
一
周
年
を

記
念
し
て
次
の
要
領
で
シ
ン
ボ

ジ
ウ
ム
を
開
催
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

講
師

菅
原
進
（
全
国
精
神
障

害
者
連
合
会
副
代
表
）

未
定
（
全
国
ハ
ン
セ

ン
病
患
者
協
議
会
？
）

屋
舗
恭
一

(
H
I
V支

援
グ
ル
ー
プ
）

助
言
者
大
谷
藤
郎
（
資
料
館

館
長
）

主
催
高
松
宮
記
念
ハ
ン
セ
ン

病
資
料
館
運
営
委
員
会

後
援
厚
生
省

・
東
京
都

・
東

村
山
市

”
ら
い
予
防
法
11

廃
止
後
「
こ

れ
か
ら
を
ど
う
生
き
る
か
」

こ
れ
は
単
に
ハ
ン
セ
ン
病
だ

け
の
問
題
で
は
な
く
、
難
病
、

障
害
者
な
ど
、
底
辺
に
生
き
る

人
達
の
医
療
、
福
祉
な
ど
生
き

る
権
利
を
問
う
意
義
あ
る
集
会

と
な
る
よ
う
希
っ
て
い
る
。

講
師
講
師

意
見
を
聞
き
入
れ
る
よ
う
に
付

帯
決
議
に
つ
い
て
理
事
の
み
な

さ
ん
と
相
談
し
た
い
」
と
話
し

て
い
た
。

作
文
（
評
論
）
募
集

”
ら
い
予
防
法
“

廃
止
に
つ
い
て

資
料
館
で
は
開
館
三
周
年
を

記
念
し
て
一
般
か
ら
次
の
要
領

で
作
文
（
評
論
）
を
募
集
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。

已
1111t1 

①
テ
ー
マ
「
ら
い
予
防
法
廃

止
に
つ
い
て
」

胄
文
（
評
論
）
は
原
稿
用
紙

（
四
百
字
詰
）
五
枚
以
内

③
入
選
二
篇
、
佳
作
若
干
に
は

薄
謝
を
呈
す
。

息
募
作
品
に
は
住
所
、
氏
名
、

年
齢
、
職
業
を
明
記
す
る
こ
と
。

⑤
選
考
は
資
料
館
運
営
委
員
会

⑥
が
切
は
五
月
十
日
（
金
）

⑦
原
稿
送
り
先
・
高
松
宮
記
念

ハ
ン
セ
ン
病
資
料
館

•
〒
1
8
9墾
盈
都
東
村
山
市
青

葉
町
四
ー

一
—
一
三

・
電
話

0
四
二
三
・
九
六

．

二
九
0
九

F
A
X
0
四

二
三

・
九
六

・
ニ
九
八
一

ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
、

職
員
、
各
看
護
学
校
、
学
生
、

一
般
の
方
な
ど
一
人
で
も
多

く
ご
応
募
下
さ
い
。
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て
い
る
が
、
来
年
二
月
ま
で
に

全
国
十
五
ヵ
所
の
ハ
ン
セ
ン
病

施
設
、
そ
の
他
を
順
次
回
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。

資
金
（
制
作
費
）
は
幸
い
、

「
あ
つ
い
壁
」
「
あ
る
青
年
の
止
さ
れ
る
こ
と
を
受
け
て
、
過
日
本
財
団
船
舶
振
興
会
の
ご
理

出
発
」
「
ガ
ラ
ス
の
兎
」
な
ど
、
去
に
い
わ
れ
の
な
い
偏
見
や
差
解
に
よ
っ
て
、
三
分
の
二
は
補

社
会
の
良
心
を
問
う
映
画
を
撮
別
に
よ
り
患
者
や
そ
の
家
族
が
、
助
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、

り
つ
づ
け
て
い
る
中
山
節
夫
監
ど
の
よ
う
な
苦
し
み
を
受
け
て
残
り
三
分
の

一
(
-
四
五

0
万

督
の
発
案
で
、
財
団
法
人
藤
楓
き
た
か
、
日
本
の
ら
い
政
策
の
円
）
は
自
己
負
担
と
な
っ
て
い

協
会
、
全
国
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
実
態
を
証
言
、
映
像
化
し
て
視
る
。
映
画
制
作
委
員
会
で
は
自

協
議
会
、
高
松
宮
記
念
ハ
ン
セ
覚
に
訴
え
る
と
と
も
に
、
人
権

己
負
担
金
確
保
の
た
め
、
広
く

ン
病
資
料
館
共
催
に
よ
る
映
画
を
考
え
る
資
料
と
し
て
残
す
こ

一
般
に
募
金
を
呼
び
か
け
、
是

「
見
え
な
い
壁
を
越
え
て
」
が
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
非
共
映
画
「
見
え
な
い
壁
を
越

制
作
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
で
に
松
丘
保
育
園

（
青
え
て
」
の
完
成
を
期
し
た
い
と

内
容
は
、
ら
い
予
防
法
が
廃
森
）
の
雪
景
色
の
撮
影
を
終
え
願
っ
て
い
る
。
何
卒
皆
様
の
ご
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x・

一
八
五
五
年
十
月
、
イ
ギ
リ
け
る
。
こ
の
日
の
こ
と
を
「
F
i
r
s
t

リ
デ
ル
は
回
春
病
院
の
事
業
ー
プ
等
の
配
慮
が
徹
底
さ
れ
、
c
本
℃
ン
）
が
り
去
）

ス
北
ロ
ン
ド
ン
に
生
ま
れ
る
。

s
a
w
l
e
p
r
e
s
」
と
簡
潔
か
つ
劇
を
幹
と
し
て
、
沖
縄
あ
る
い
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
も
組
織
さ
れ
た
。
「
要
求
の
な
い
と
こ
ろ
に
成

両
親
氷
眠
後
、
伝
道
師
を
志
し
的
な
メ
モ
を
残
し
て
い
る
が
、
草
津
等
へ
救
済
事
業
の
枝
を
ひ
ま
た
彼
女
は
皇
室
を
心
か
ら
果
な
し
」
と
言
う
が
、

H
I
V

日
本
伝
道
の
指
ホ
を
う
け
る
。
こ
の
出
会
い
を
き
っ
か
け
と
し
ろ
げ
た
。
ま
た
大
隅
重
信
ら
を
敬
愛
し
た
。
こ
の
事
に
よ
っ
て
薬
害
訴
訟
は
厚
生
省
と
製
薬
会

一
八
九

0
(明
治
23)
年

四

月

動

か

し

「

ら

い

昭

和

六

年

、

熊

本

で

の

陸

軍

大

社

が

非

を

認

め

、

七

年

目

に

し

三

日

、

リ

デ

ル

に

と

っ

て

そ

の

知

ミ

ス

・

ハ

ン

ナ

・

リ

デ

ル

予
防
法
」
制
定
演
習
の
中
で
、
昭
和
天
皇
陛
下
て
租
解
の
運
び
と
な
っ
た
。

一

生

を

決

定

す

る

「

出

会

い

」

区

の

き

っ

か

け

を

と

の

単

独

拝

謁

の

栄

を

得

、

回

ハ

ン

セ

ン

病

は

隔

離

さ

れ

て

先

作

っ

た

。

春

病

院

で

は

陛

下

御

名

代

の

山

九

十
年
、
予
防
法
の
改
正
を
要

馬

一
八
五
五
ー
一
九
三
二

に
導
か
れ
る
。

こ
の
日
熊
本
の
名
刹
へ
花
見
て
リ
デ
ル
は
自
ら
の
全
財
産
を
リ
デ
ル
は
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
縣
侍
従
を
患
者
と
と
も
に
お
迎
求
し
て
4
3
年

目
に
し
て
廃
案
”
~

に
誘
わ
れ
た
リ
デ
ル
は
、
桜
の
処
分
し
、
熊
本
の
黒
髪
の
地
に
と
の
生
活
を

「
分
か
ち
合
い
」
え
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
間
数
千
人
が
煙
突
の
煙

木
の
下
に
群
れ
集
う
痛
ま
し
い
回
春
病
院
を
設
立
す
る
（
明
治
の
精
神
の
中
で
過
ご
し
た
。
病

一
九
三
二
（
昭
和
7
)
年
二
と
な
っ
て
故
郷
へ
帰
っ
た
。
近

ハ
ン
セ
ン
病
患
者
に
衝
撃
を
受

28
年

）

。

院

内

は

障

害

者

の

た

め

の

ス

ロ

月

三

日

死

去

。

年

は

遺

骨

を

と

り

に

く

る

家

族
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見
え
な
S
壁
を
越
え
く

映
画
制
作
募
金
の
訴
え

協
力
の
程
を
”
~

募
金
の
送
り

先
は
〒
189

墾
尽
都

東
村
山
市
青
葉

町
四

I
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三高
松
宮
記
念
ハ

ン
セ
ン
病
資
料

館
・
映
画
制
作

委
員
会
事
務
局

電
話
・

0
四
二

三
・
九
六
・
ニ

九
0
九

邑久光明園・大島青松園

国遡がし尋国国 5月～ 6月

資
料
館
で
は
、
一
昨
年
の
「
多

磨
全
生
園
・
神
山
復
生
病
院
」
、

昨
年
の
「
菊
池
恵
楓
園
・
琵
琶

崎
待
労
院
」
の
「
昔
む
か
し
写

真
展
」
に
つ
づ
い
て
、
今
年
は

「邑
久
光
明
園
・
大
島
青
松
薗

昔
む
か
し
[
呈
具
展
」
を
両
園
自

治
会
の
ご
協
力
を
得
て
、
次
の

如
く
開
催
す
る
予
定
で
す
。

コ
吾
口

期
日

5
月
1
日
（
水
）
＼

6
月
30
日
（
日
）
ま
で

場
所
資
料
館
研
修
展
示
室

貴
童
な
写
真
が
沢
山
あ
り
ま

す
の
で
、
み
な
さ
ま
ど
う
ぞ
ご

ら
ん
下
さ
い
。
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